
 

 

陰
陽
師 

 

〈
解
読
文
〉 

陰
陽
道
職
業
い
た
し
候 

輩
者
、
土
御
門
家
支
配
た
る 

へ
き
儀
勿
論
候
処
、
近
年 

甚
乱
雑
ニ

相
成
、
陰
陽
道
猥
ニ 

執
行
候
族
も
有
之
様
ニ

相
聞
候
、 

以
来
右
躰
之
心
得
違
無
之
、 

土
御
門
家
よ
り
免
許
を
請
、 

支
配
下
知
堅
相
守
可
取
行
候
、 

右
之
通
寛
政
三
亥
年 

相
触
候
処
、
近
来
猶
又
猥
に 

執
行
候
者
も
有
之
哉
ニ

相
聞 

心
得
違
之
事
ニ

候
、
右
触
面
之
趣 

違
失
無
之
様
、
急
度
可
相
心
得
候
、 

右
之
趣
、
不
洩
様
可
相

（
被
脱
カ
）

触
候 

 

二
月 

右
之
通
従 

公
儀
御
書
付
出
候
間
、
在
中 

寺
社
共
、
可
相

（
被
脱
カ
）

触
候
、
以
上 

 

九
月 

 

〈
読
み
下
し
文
〉 

陰
陽
道

お
ん
み
ょ
う
ど
う

職
業
い
た
し
候

輩
と
も
が
ら

は
、
土
御
門

つ
ち
み
か
ど

家
支
配
た
る
べ
き
儀
も
ち
ろ
ん

に
候
と
こ
ろ
、
近
年
甚

は
な
は

だ
乱
雑
に
相
な
り
、
陰
陽
道
み
だ
り
に
執と

り
行
い
候

族
や
か
ら

も
こ
れ
あ
る
よ
う
に
相
聞
こ
え
候
、
以
来
右
体て

い

の
心
得
違
い
こ
れ
な
く
、

土
御
門
家
よ
り
免
許
を
請
け
、
支
配
下
知

げ

ち

堅
く
相
守
り
取
り
行
う
べ
く
候
、

右
の
通
り
寛
政
三
亥い

年
相
触
れ
候
と
こ
ろ
、
近
来
猶な

お

又ま
た

み
だ
り
に
執
り
行
い

候
者
も
こ
れ
あ
る
や
に
相
聞
こ
え
心
得
違
い
の
こ
と
に
候
、
右
触
面
の
趣
き

違い

失し
つ

こ
れ
な
き
よ
う
、
急
度

き

っ

と

相
心
得う

べ
く
候
、
右
の
趣
き
、
洩も

れ
ざ
る
よ
う

相
触
れ
ら
る
べ
く
候 

 

二
月 

右
の
通
り
公
儀
よ
り
御
書
付
出い

で
候
あ
い
だ
、
在
中
・
寺
社
と
も
、
相
触
れ

ら
る
べ
く
候
、
以
上 

 
九
月 

 



 

 

〈
用
語
の
解
説
〉 

・
輩
（
族
）
…
仲
間
。
連
中
。 

・
土
御
門
家
…
天
文
・
暦
・
陰
陽
道
を
つ
か
さ
ど
る
公
家
。 

・
猥
り
に
…
む
や
み
や
た
ら
に
。
規
則
を
無
視
し
て
。 

・
違
失
…
ま
ち
が
い
。 

・
公
儀
…
幕
府
。 

 

〈
解
説
〉 

 

陰
陽
師
は
占
い
や
祈
祷

き

と

う

を
行
う
民
間
宗
教
者
を
い
う
。
そ
の
職
分
は
、
神

職
と
同
様
に
公
家

く

げ

や
大
寺
社
を
本
所

ほ
ん
じ
ょ

（
本
山
・
頭

か
し
ら

）
と
し
て
免
許
状
を
得
る

こ
と
に
よ
り
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
。
陰
陽
師
の
場
合
、
安
倍

あ

べ

の

晴せ
い

明め
い

の
流
れ

を
く
む
公
家
の
土
御
門
家
を
本
所
と
し
て
い
た
。 

 

宝
暦

ほ
う
れ
き

期
（
１
７
５
０
年
代
）
以
降
、
神
職
の
編
成
を
め
ぐ
る
吉
田
家
・
白

川
家
に
よ
る
家
職
争
論
に
も
刺
激
を
受
け
、
土
御
門
家
は
再
三
に
わ
た
っ
て

武
家
伝
奏

て
ん
そ
う

（
幕
府
と
朝
廷
の
間
の
連
絡
役
）
を
介
し
て
江
戸
幕
府
に
全
国
触

れ
を
要
請
し
て
い
た
。
寛
政

か
ん
せ
い

３
（
１
７
９
１
）
年
に
も
出
さ
れ
た
が
、
徹
底

し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。「
近
来
猶
又
み
だ
り
に
執
り
行
い
候
者
」
と
あ
り
、

免
許
状
を
持
た
な
い
自
称
陰
陽
師
が
横
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で

再
び
幕
府
は
、
全
国
に
向
け
て
陰
陽
道
を
職
業
と
す
る
者
は
土
御
門
家
支
配

で
あ
る
こ
と
を
触
れ
た
。
貢
納
金
を
本
所
に
支
払
っ
た
う
え
で
、
免
許
状
を

得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
土
御
門
家
は
こ
の
触
れ
を
も
っ
て
組
織
の
強
化
と
拡

大
を
展
開
し
て
い
っ
た
。 

 

信
濃
に
も
数
名
の
陰
陽
師
が
い
た
。
松
本
の
尾
澤

お

ざ

わ

白
叡

び
ゃ
く
え
い

は
土
御
門
家
の

免
許
状
を
有
し
て
お
り
、
村
々
を
廻
っ
て
占
い
や
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

・
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
史
史
料 

近
世
』
岩
波
書
店 

・
梅
田
千
尋
「
近
世
の
神
道
・
陰
陽
道
」〈
岩
波
講
座
・
日
本
歴
史 

近
世
３
〉

岩
波
書
店 


